
文教警察委員会会議記録

文教警察委員長 鴛海 豊

１ 日 時

令和３年６月２４日（木） 午後２時００分から

午後３時５６分まで

２ 場 所

第２委員会室

３ 出席した委員の氏名

鴛海豊、吉村哲彦、三浦正臣、麻生栄作、原田孝司、小嶋秀行、猿渡久子

４ 欠席した委員の氏名

な し

５ 出席した委員外議員の氏名

高橋肇、平岩純子、小川克己

６ 出席した執行部関係者の職・氏名

教育長 岡本天津男、警察本部長 竹迫宜哉 ほか関係者

７ 会議に付した事件の件名

別紙次第のとおり

８ 会議の概要及び結果

（１）第７０号議案については、可決すべきものと賛成多数をもって決定し、第７１号議案に

ついては、可決すべきものと全会一致をもって決定した。

（２）県内所管事務調査のまとめとして、執行部から報告を受けた。

（３）警察職員に対する新型コロナワクチンの接種について及び教職員の処分について、執行

部から報告を受けた。

（４）閉会中の継続調査について、所定の手続を取ることとした。

（５）県外・県内所管事務調査について協議した。

９ その他必要な事項

な し

１０ 担当書記

議事課委員会班 主任 麻生由香里

政策調査課調査広報班 主任 麻生ちひろ



文教警察委員会次第

日時：令和３年６月２４日（木）１４：００～

場所：第２委員会室

１ 開 会

２ 警察本部関係 １４：００～１４：４０

（１）県内所管事務調査のまとめ

①交通死亡事故抑止対策について

（２）諸般の報告

①警察職員に対する新型コロナワクチンの接種について

（３）その他

３ 教育委員会関係 １４：４０～１５：４０

（１）付託案件の審査

第 ７０号議案 大分県立学校職員及び大分県市町村立学校県費負担教職員定数条例の

一部改正について

第 ７１号議案 大分県立学校の設置に関する条例の一部改正について

（２）県内所管事務調査のまとめ

①運動部活動の地域移行の調査研究について

（３）諸般の報告

①教職員の処分について

（４）その他

４ 協議事項 １５：４０～１５：５０

（１）閉会中の継続調査について

（２）県外所管事務調査について

（３）県内所管事務調査について

（４）その他

５ 閉 会
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別 紙

会議の概要及び結果

鴛海委員長 ただいまから、文教警察委員会を

開きます。

本日は、委員外議員として高橋議員、平岩議

員、小川議員に出席いただいています。

委員外議員の方が発言を希望する場合は、委

員の質疑の終了後に挙手し、私から指名を受け

た後、長時間にわたらないよう、要点を簡潔に

御発言願います。

本日審査いただく案件は、今回付託を受けた

議案２件です。

それでは、警察本部関係の審査に入ります。

初めに、５月１１日から６月２日にかけて行

った県内所管事務調査のまとめを行います。執

行部の説明をお願いします。

竹迫警察本部長 警察本部長の竹迫です。初め

に、一言御挨拶を申し上げます。

鴛海委員長をはじめ委員の皆さまには、５月

１１日から６月２日までの県内所管事務調査に

おいて、警察関係施設７か所８所属を回ってい

ただき、各所属に対して激励をいただいたこと

に、お礼申し上げます。また、委員外議員の皆

さまにおかれても、平素から業務の各般にわた

り御理解、御協力を賜り、厚くお礼申し上げま

す。

本日の委員会では、県内所管事務調査のまと

めとして、交通死亡事故抑止対策について、ま

た諸般の報告として、警察職員に対する新型コ

ロナワクチンの接種について御説明します。

警察職員に対する新型コロナワクチンの接種

に関しては、前回の委員会でもいろいろと御指

導いただき、これも一つの後押しになり実現し

たものと思っており、深く感謝しています。

それでは、まず、県内所管事務調査のまとめ

について交通部長より御説明します。

三浦交通部長 交通死亡事故抑止対策について

説明します。

お手元の交通死亡事故抑止対策資料を御覧く

ださい。

資料左側は、過去５年間における交通事故死

者の状況についてです。県下では、過去５年間

に交通事故によって２０９人が亡くなっており、

資料左側の１（１）の帯グラフで示していると

おり、当事者種別では歩行者が８８人で全体の

約４割を占め最も多く、続いて、四輪車、二輪

車、自転車の順となっています。

交通死亡事故が発生した際には、車のドライ

バーが加害者としてその責任が注目されがちで

すが、その一方で、交通事故によって亡くなっ

た歩行者や自転車の利用者にも何らかの法令違

反が認められる場合が多く存在しています。

円グラフは、歩行者と自転車の法令違反等の

状況を示しています。歩行者は走行車両の直前

横断をはじめとする法令違反が８８人中５８人

で全体の約７割、自転車では安全運転義務違反

をはじめとする法令違反が２０人中１７人で全

体の約９割をそれぞれ占めています。

その下の表は、違反の内訳について記載して

います。

次に、（２）の帯グラフを御覧ください。過

去５年間に発生した交通死亡事故を事故類型別

に示したものです。

単独による事故が６８人と全体の約３分の１

を占めています。単独事故では、運転者自身が

座席ベルトをする、安全な速度を守るなど、基

本的な交通ルールを遵守していれば死亡事故に

至らなかったと考えられるものが大半を占めて

います。なお、今年に入って、座席ベルト非着

用の自過失死亡事故が４件発生していますが、

いずれも運転席の生存空間は保たれており、座

席ベルトを装着していれば死亡事故に至らなか

ったものと推測されます。

こうした状況から、県警察では、交通死亡事

故を抑止するためには、運転者の皆さんに安全

運転を促すことはもちろんのこと、歩行者や自

転車利用者を含めた全ての人に、自分自身の安

全を確保するための行動を促すことが重要であ

ると考えています。

次に、資料右側の２です。県警察における具
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体的な取組です。

まず、運転者に対する取組としては、幹線道

路や交通事故多発地域等における速度違反や歩

行者妨害、座席ベルト装着義務違反等の交通指

導取締り、赤色灯を点灯させた警察車両による

警戒走行や駐留警戒、制服警察官による交通監

視活動等、運転者に注意力と緊張感を保たせる

ための各種活動を積極的に展開しています。

なお、依然として、飲酒運転による交通事故

は後を絶たないことから、今後も飲酒事故の発

生や違反の検挙状況を分析した上で、悪質、危

険な飲酒運転者に対する徹底した取締りを実施

していきます。

また、県下の主要路線や歩行者事故の発生が

懸念される場所には、ソーラー式パト看板や交

通機動隊員をモデルにした実物大のパネルを設

置するなど、新たな啓発活動にも力を入れてい

ます。単独事故の中には、運転者の健康状態に

起因すると思料されるものもあったことから、

体調不良時には運転を控えることについて交通

講話や各種メディア等を通じて広報啓発をして

いきます。

歩行者や自転車利用者に対しては、自らが交

通事故に遭わない行動を実践させるため、街頭

における直接指導、日没前後の反射材着装運動、

老人会や学校等における交通安全教育等を行う

など、様々な取組を推進しています。

また、本年４月に大分県自転車の安全で適正

な利用の促進に関する条例が施行され、県、学

校等の関係者と自転車安全教育に取り組んでい

ますが、街頭で見かける自転車通学中の学生の

大半がヘルメットを着用しているなど、安全意

識の向上が認められます。

さらに、歩行者に対しては、横断歩道を渡る

こと、信号機のあるところではその信号に従う

といった歩行者としての基本的な交通ルールの

周知に加え、歩行者が自らの安全を守るための

交通行動として、手を上げる、手を差し出す、

運転者に顔を向けるなどして運転者に対して横

断する意思を明確に伝えること、安全を確認し

てから横断を始めること、横断中も周りに気を

付けること、交通マナーを守り、スムーズな横

断に努めること等を実践するよう呼びかけてい

ます。

県警察では、あらゆる機会を通じて県民の皆

さまに交通ルールの遵守と交通マナーの向上を

呼びかけ、交通事故抑止の徹底を図っていきま

す。

鴛海委員長 以上で、説明は終わりました。

これより質疑に入ります。委員の皆さまから

質疑、御意見等はありませんか。

吉村副委員長 １点伺います。

確かにヘルメットの着用も非常によく見かけ

るようになりました。気になるのが、スマート

フォンのイヤホンで音楽を聴いている学生を非

常に多く見かけます。朝、声をかけても当然聞

こえないので反応がないし、道路では危険かな

と思っています。東京では確かイヤホンは禁止

されていると思いますが、本県においてはどう

いった状況か伺います。

三浦交通部長 大分県道路交通法施行細則に、

イヤホンを装着し聞こえないまま運転するのは

罰金という罰則があります。

吉村副委員長 ありがとうございます。

県内でも見かければ声かけをされていると思

います。知らない人もいると思うので、加えて

の声かけをぜひよろしくお願いします。

小嶋委員 三浦部長から報告があった交通事故

抑止対策には直接結び付かないかもしれません

が、最近、例えばウーバーイーツのような自転

車で配達する業態が結構増えてきて、その運転

者のスピードが上がっているのと、交通ルール

をほとんど守っていない。

反対側を平気で走ったり、歩行者がいるけど

突っ切ったりとかいうことが結構あります。早

く届けなければならない使命があるので、仕方

ないかもしれませんが、そういう業界に対する

一定の指導も、ぜひ徹底いただきたい。

もう一つは、リヤカーを牽引して貨物を配達

する業者がいて、交通ルールを無視して走るの

を何度か見ます。普通であれば車道の左側を走

らなきゃならんと思います。でも、まちなかで

は堂々と歩道を走っているのもよく見ます。こ

ういう業界に対しても、ぜひ県警としての事前
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の対応をお願いしたい。

それから、まだ高校生が交通ルールをしっか

り理解していないのが現状としてあるのではな

いかと。私が毎日通学路に立って見ていると、

守っている子もいますが、守らない子もいます。

私たちはいろいろ指導できないから言わないが、

命を守るため、時間があるときは学校に出向い

てもらい、１年生を中心に交通ルールと自転車

の通行ルールについて徹底していただくのをお

願いしておきます。

三浦交通部長 まず、ウーバーイーツについて、

ほかにもパクパクとかありますが、実は昨年か

らの話で、交通企画課としてもどうすれば配達

員を把握できるのかと、警察庁にも尋ねて情報

を取ろうとしました。しかし、その配達員は、

インターネットですぐ登録して、すぐ退会でき

る形らしく、県警での把握は非常に難しいと。

県内でどのぐらいの方がウーバーイーツに登

録しているかも、日によって違うということで、

委員が言われるとおり、荒い運転をする者もい

ると。そういう中で、去年から直接指導を展開

しています。ちなみに、今、交通指導課が直接

指導して、イエローカードではないですが、危

ないぞということで、それが年間２千件ぐらい

あります。

リヤカーに関しても、自転車はそういうこと

は違反になるので、直接指導し、人海戦術でや

っています。

大分県自転車の安全で適正な利用の促進に関

する条例ができたこともあり、自転車は歩道を

走ったらいけない。ただし、標識があるところ

は走っていいと、そういう基本的なルールを生

徒たちに徹底するよう、教育庁と一緒にやって

いこうと思います。

猿渡委員 交通死亡事故の関係ではないですが、

所管事務調査の関係でいいですか。

鴛海委員長 どうぞ。

猿渡委員 所管事務調査でも大変お世話になり

ました。あちこちでいろいろ勉強させていただ

き、独自のいろんな取組、工夫をされていて大

変勉強になりました。

日田警察署に行ったとき、報道でもありまし

たが、機動隊の訓練を受けたメンバーで部隊を

結成し、大規模災害の対応などに取り組むとい

うことでした。何か必要なことはないかと聞い

たら、署長が遠慮がちに、装備だと言いました。

どんな装備が必要かと聞いたら、悪路でも行け

る車両があるとありがたいと。モトクロスバイ

クみたいなものも有効ではないかという話も出

て、災害が大規模化し、これまでなかったよう

な災害が次々と起こることも多く、それに対応

する部隊ができたのは本当にいいことだと思い

ます。車両やモトクロスバイクなどの装備があ

ると、より効果を上げるのでぜひ今後必要では

ないかと考えますが、どうでしょうか。

矢野警備部長 貴重な御意見ありがとうござい

ます。

まず、日田警察署の部隊ですが、本部から遠

隔地にあるということで、自主的に警備部隊を

つくったと聞いており、その構成員は機動隊と

か幹部機動隊員で、過去に災害警備活動に従事

した経験がある隊員を選出しており、過去、機

動隊の副隊長をしていた副署長が自ら隊長をし

ています。

二つ目、災害時の装備ですが、委員仰せのと

おり、昨年の７月豪雨でオフロードバイクが非

常に活躍し、有用だったと聞いています。道路

状況が非常に悪いとき、四輪では行けないとこ

ろに二輪で行き、取り残された住民からのニー

ズを聞くとか情報収集ができるということで、

２台要求しています。

それと、ドローンも情報収集に有用だという

ことで要求しています。同時に、警察官が使う

わけですから、ドローンを活用した講習にも参

加しています。

猿渡委員 分かりました。よろしくお願いしま

す。

鴛海委員長 ほかにありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

鴛海委員長 委員外議員の方は、質疑等はあり

ませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

鴛海委員長 ほかに御質疑等もないので、以上

で所管事務調査のまとめを終わります。
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次に、執行部から報告したい旨の申出があっ

たので、これを許します。①の報告をお願いし

ます。

生野厚生課長 警察職員に対する新型コロナワ

クチンの接種について御説明します。

県警察では、自治体等から急なキャンセルに

よって生じた余剰分のワクチン接種の申入れが

あった場合、優先的接種対象者の接種に支障が

ないことを確認の上、随時、ワクチン接種を受

けています。

本年６月上旬には、東京オリンピック・パラ

リンピック警備に派遣される職員について、警

備期間中に職員が感染した場合の影響や、帰県

後の県民への感染リスクの解消を目的に、集団

接種を受けたところです。

県警察では、県民の安全を確保するため、引

き続き、職員に対しマスク着用や手指消毒等の

基本的な感染予防対策を徹底させるとともに、

体調不良時の休暇取得等、県民の皆さまへの感

染拡大防止対策を徹底していきます。

鴛海委員長 以上で、説明は終わりました。

これより質疑に入ります。委員の皆さまから

質疑、御意見等はありませんか。

三浦委員 御説明ありがとうございました。

現時点で警察職員のワクチン接種が何名ほど

進んでいるのか。あわせて、今御説明があった

とおり、来月からオリンピック・パラリンピッ

クがスタートするわけで、大分県警察へ何名の

派遣要請が来ているか、２点伺います。

生野厚生課長 ワクチン接種について、昨日現

在で、警察職員全体で１５７人です。うち余剰

ワクチンによる接種が５４人、オリンピック・

パラリンピック関係が１０１人、厚生課に保健

師がいるので、医療従事者２人、合計１５７人

です。

矢野警備部長 ２点目の御質問の東京オリンピ

ック・パラリンピックへの派遣要員は、警備上

の支障になるので、大変申し訳ないですが、お

答えは控えさせていただきます。

三浦委員 ありがとうございます。

１５７人が２回接種されたということでいい

でしょうか。

生野厚生課長 オリンピック・パラリンピック

の職員については、現在、１回目の接種で、来

週２回目の接種を予定しており、医療従事者の

保健師は２回接種しています。

三浦委員 ありがとうございました。

鴛海委員長 ほかにありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

鴛海委員長 委員外議員の方は、質疑等はあり

ませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

鴛海委員長 ほかに御質疑等もないので、以上

で諸般の報告を終わります。

この際、何かありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

鴛海委員長 別にないようですので、これをも

って警察本部関係の審査を終わります。

執行部はお疲れさまでした。

〔警察本部退室、教育委員会入室〕

鴛海委員長 これより、教育委員会関係の審査

に入ります。

本日は、委員外議員として高橋議員、平岩議

員、小川議員に出席いただいています。

初めに、第７０号議案大分県立学校職員及び

大分県市町村立学校県費負担教職員定数条例の

一部改正について及び第７１号議案大分県立学

校の設置に関する条例の一部改正について、一

括して執行部の説明を求めます。

岡本教育長 教育長の岡本です。本日は皆さま、

お待たせして申し訳ありませんでした。

委員の皆さま方には日頃から教育行政の推進

に様々な御尽力をいただいていることに改めて

厚くお礼申し上げます。

本日は、付託案件２件、県内所管事務調査に

対する報告１件、諸般の報告１件について、説

明、報告します。

関係事項はそれぞれ担当課長から御説明しま

す。よろしくお願いします。

大和教育人事課長 議案書の４２ページをお開

きください。

第７０号議案大分県立学校職員及び大分県市
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町村立学校県費負担教職員定数条例の一部改正

について御説明します。

委員会資料の１ページをお開きください。

１の改正の内容です。５月１日を基準日とす

る学校基本調査により、令和３年度の児童生徒

数が確定しました。これに伴い、県立学校職員

及び市町村立学校県費負担教職員の定数も確定

したので、条例改正を行うものです。

２の増減の内訳を御覧ください。まず、県立

学校関係についてです。高等学校では、参考

（１）県立学校関係の左欄にあるように、収容

定員数が昨年度から４４０人減少したこと等に

伴い１８人の減、特別支援学校では、新設校準

備要員の配置等により１人の増、県立中学校は

増減がなかったので、合計で１７人の減となっ

ています。

市町村立学校関係について、令和２年度にコ

ロナ感染症対策として、国の第２次補正予算を

活用して追加配置を行った教員の減少等により

小中学校合計で２２人の減となっています。

山上教育財務課長 議案書の４３ページをお開

きください。

第７１号議案大分県立学校の設置に関する条

例の一部改正について御説明します。

委員会資料の２ページを御覧ください。

１改正内容については、知的障がいのある生

徒の職業能力の向上を図るため、専門学科を有

する高等部単独の大分県立さくらの杜高等支援

学校を設置するものです。

２改正理由については、特別支援学校では子

どもたち一人一人が望む進路実現が、新たな課

題となっている中、第三次大分県特別支援教育

推進計画において、一般就労を目指す生徒の職

業教育充実のため高等特別支援学校の新設が示

されました。これを受け、県教育委員会では、

令和４年４月の開校に向け準備を進めており、

令和３年４月の教育委員会において校名が決定

されたため、本条例の改正を行うものです。

３施行期日は、新設校の入学者募集選考、開

校に係る準備を着実に実施するため、令和３年

７月１日としています。

鴛海委員長 以上で、説明は終わりました。

これより質疑に入ります。委員の皆さまから

質疑、御意見等はありませんか。

麻生委員 第７０号議案に関連し、５月１日を

基準日としてやるわけですが、特認校制度――

これは市町村教育委員会の範囲で、ほかからど

うぞと。地方創生で移住・定住を促進している

本県にとって、大都市圏からどうぞという特認

校制度ができ得るならば、前提条件が相当変わ

ってくると思います。都道府県を越えた形で募

集できるようになるのか。

久住高原農業高校は、今、できるようになっ

ているので、義務制の寄宿舎とか、里親制度と

か、いろいろ使いながらできるようになるのか。

選ばれる地域、選ばれる学校、これは今後研

究していく必要があります。特認校制度のあり

ようについて、壁を取っ払っていく必要がある

と認識しているが、県教委、県教委の委員の議

論も含め、どういった壁があるか、答えられる

範囲で構わないので、何か方向性が出ているこ

とがあればぜひ教えてください。

武野義務教育課長 市町村立学校の特認校制度

についてですが、現状、県内の九つの市、１８

校で特認校制度の学校があります。

特認校制度については、各市内の子どもたち

が中学校区を飛び越えて学校に行きます。不登

校の子どもたちとかが行きますが、市をまたい

で行くことにはまだなっていないので、そうい

ったところの整備は今後していく必要があるか

と思いますが、設置管理者が市町村立学校なの

で、そこの難しさがあると考えています。

麻生委員 この特認校制度は、今後の地方創生

の鍵を握る一つだろうと思うので、ぜひこれは

県教育委員会として、委員の皆さんも含めて議

論を深めていただき、しっかりした提案をして

いただけるとありがたい。

また、当委員会でもこの特認校制度について

は研究し、国に対しても都道府県を越えた特認

校制度のありようを導入できればと思います。

私自身、本県の特認校第１号となった神崎小

学校導入の際、北海道まで視察に行った経緯が

あります。神崎小学校は生徒数を維持し、学校

があることにより地域も活性化している。カヤ
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ックとかいろんな体験学習でも大人気なので、

空き家対策も含めいろんな動きがあり、県下の

過疎地域には一つの起爆剤になると思う。学校

制度改革の中で、国に対して風穴を開けるよう

な提案ができればと思っているので、よろしく

お願いします。

小嶋委員 第７１号議案に関連し、新しくさく

らの杜高等支援学校が東大道に設置されるとい

うことで、東大道に聾学校、金池に盲学校があ

りました。どちらも工事をしているが、新しく

できる学校と、聾、盲学校との兼ね合いと言う

か、整理が私の中でできていないので、どのよ

うに理解したらいいか、御示唆いただければと

思います。

山上教育財務課長 第三次大分県特別支援教育

推進計画に基づいていますが、今、現在の盲学

校の敷地に、現在、東大道にある聾学校を移転

させる工事をしています。来年４月１日に聾学

校は金池に移って、今の東大道の聾学校の敷地

内に、さくらの杜高等支援学校を建設しており、

さらに第三次大分県特別支援教育推進計画の中

で、高等特別支援学校の新設があるので、現在

の聾学校を改修してこれから新設校を造る予定

で、本年度実施設計の予算の議決をいただいて

います。

小嶋委員 大体分かりました。

理解していないので大変申し訳ないですが、

聾学校の校舎を整備し直して、東大道にさくら

の杜ができ、金池は盲学校と聾学校が併設され

るという理解でいいですね。

山上教育財務課長 委員のおっしゃるとおりで

す。

猿渡委員 第７０号議案について、さきほど、

昨年のコロナの関係で２２人の減という説明が

ありましたが、十分理解できないので、その辺

を教えてください。

大和教育人事課長 昨年度については、４月、

５月の臨時休校で十分な授業ができなかったと

いうことで、小学校６年生、中学３年生の各学

校最終学年について、学習の機会を確保する目

的で、年度途中にコロナウイルスに係る加配が

２２人認められました。

今年度については、全国的な臨時休校等がな

かったことから、このコロナ対策の加配が付か

なかったので、２２人分が今年度の定数から落

ちたものです。

猿渡委員 それと、児童生徒の人数が減ったこ

とにあわせた定数減という説明ですが、学校は

コロナ禍ということで、特に通常と違う状況が

あり、先生たちは非常に多忙で、長時間勤務で

手が足りない状況があると思います。そういう

中で定数を減らすことに対し、私は反対です。

三浦委員 第７１号議案ですが、正に県内初の

高等特別支援学校ということで、とても多くの

方が期待をしており、興味を持たれていると思

います。

設置学科は産業技術課で、４学級です。１０

０％の一般就労を目指していくということで、

我々も過去に北海道等で高等特別支援学校の調

査研究もしてきました。

来年４月開校ということで、選考基準であっ

たり、専門の先生、スタッフをどのように確保

していくか、本県の産業ニーズに合った先生を

どう確保していくかと、保護者がとても期待し

ているので、県民からの問合せや御意見等はど

うなっているか、伺います。

友成特別支援教育課長 新設される高等特別支

援学校については、昨年度、学校説明会を行っ

た折、いろんな方からの期待を感じています。

この条例が正式に決まったら、学校として設

置されるので、今、どんな入試の仕方をするの

かとか教育課程についてどんな内容かを、今年

からできた準備室で、十分検討しています。

また、開校支援委員会を設置し、校歌とか校

章ともあわせて検討しています。

ただ、入試に関しては、中学生がどんな試験

があるか十分理解できるように、５月の段階で、

こういうことを試験で問うと出題方針という形

で、各市町村教育委員会及び各特別支援学校に

通知しています。選考日については、受験者が

多い場合、どうしても不合格者を出すことがあ

るので、他の高等支援学校を受験できるよう若

干早めに設定され、１２月１４日を予定してい

ます。
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できる限り早めに、どういう試験で、どんな

受験をするのか、どんな学校になるのかを説明

していきたいということで、夏季休業中に再度

学校の入試説明会を実施し、個別の教育相談も

やりながら、学校についての理解を深めていく

ように考えています。

三浦委員 ありがとうございました。

来年の４月開校で、条例等の兼ね合いもある

のかもしれないですが、今、話を聞く限りだと、

スピード感がどうなのかなと。出題方針は５月

に出されたということですが、カリキュラムも

これからと。もう少し見える化と言うか、本県

の産業ニーズに沿った産業技術課が設置される

ことが必要ではないかと考えます。

そういった中で、どういった専門の教職員が

必要か、既に確保ができているか、これからカ

リキュラムに沿ってそういった専門の先生を公

募をしていくのかとか、その辺が見えてこない

ので、もう少し分かる範囲で結構なので、御説

明いただくと助かります。

友成特別支援教育課長 教育課程はほぼ出来上

がっています。ただ、正式決定していないとい

うことです。

事前にどういったコースにニーズがあるかを

把握し、大きく三つのコースを設定するように

しています。ビルや宿泊施設といったクリーン

コース、流通・販売コース、調理コースです。

そういったコースを設定し、できるだけ子ども

たちのニーズに応じて対応していこうと考えて

います。

専門性が必要になってくるので、今後、教育

人事課と十分に連携を取りながら進めていくと

ともに、必要に応じて外部の専門家を招聘しな

がら進めていきます。

猿渡委員 さくらの杜高等支援学校ですが、一

般就労を目指す生徒の進路希望を達成するため

ということで、障がいが重い生徒は一般就労を

目指さない方もいるかと思います。そういう生

徒についてはどうなるでしょうか。

友成特別支援教育課長 これまでも県立特別支

援学校において、高等部を設置しています。さ

くらの杜高等支援学校は、高等部に行く生徒の

中で、特に一般就労を目指す、職業に特化した

カリキュラムを構成していますから、委員が言

われている重度・重複障がいの生徒については、

各地域の特別支援学校高等部の重複障がい学級

の中で、一人一人のニーズに応じた教育をこれ

までどおり進めていきます。

鴛海委員長 ほかにありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

鴛海委員長 委員外議員の方は、質疑等はあり

ませんか。

高橋委員外議員 第７１号議案ですが、寮制で

はないと聞きました。いろいろ期待されている

親、子どもがいますが、例えば、臼杵から子ど

もたちが通うとすると、送迎は誰がするのか。

友成特別支援教育課長 さくらの杜高等支援学

校を設置するにあたり、まず、学校の利便性を

非常に重要視しました。

基本的にはこの子たちは一般就労を目指して

いくので、一人で公共交通機関を使って登下校

することを原則にしており、そのため、いろん

な地域から実際に登校が可能かどうかを調べ、

可能であろうという判断で、今回、寮は設置し

ていません。

ただ、福祉サービスを利用することも可能だ

と福祉保健部障害福祉課からも聞いており、そ

ういう要望が出た場合は、どういう対応をする

か丁寧に考えていきたいと思います。

高橋委員外議員 ありがとうございます。

専門的な職業教育を受け、将来、自立してい

きたいという子どもたち、親の願いは県下にた

くさんあると思います。今みたいなコロナ禍で

は、一般の人でもかなり気を遣って公共交通機

関を使わなければいけない。そういうところに

そういう子どもたちをぽんと出すこと自体、若

干危険性もあると考えますが、今後の課題とし

て、入学を希望する子どもたちのため、いい方

向にしていければなと。こういう学校を県下に

あと二つも三つも造ると言っても、そう簡単に

はいかないと思うので、なるべくこの子どもた

ちがこの学校に通えるような条件整備をお願い

します。

鴛海委員長 ほかにありませんか。
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〔「なし」と言う者あり〕

鴛海委員長 ほかに質疑もないようですので、

これより採決します。

まず、第７０号議案について、本案は原案の

とおり可決すべきものと決することに御異議あ

りませんか。

〔「異議あり」と言う者あり〕

鴛海委員長 御異議があるので、挙手により採

決します。

本案は原案のとおり可決すべきものと決する

ことに賛成の方は挙手願います。

〔賛成者挙手〕

鴛海委員長 挙手多数です。

よって、本案は原案のとおり可決すべきもの

と決定しました。

次に、第７１号議案について、本案は原案の

とおり可決すべきものと決することに御異議あ

りませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

鴛海委員長 御異議がないので、本案は原案の

とおり可決すべきものと決定しました。

以上で、付託案件の審査を終わります。

次に、５月１１日から６月２日にかけて行っ

た県内所管事務調査のまとめを行います。執行

部の説明をお願いします。

加藤体育保健課長 運動部活動の地域移行の調

査研究について御説明します。

委員会資料の３ページをお開きください。

生徒のスポーツ環境の整備と教職員の働き方

改革に向け、部活動改革は本県のみならず国全

体としても喫緊の課題です。

国では、令和５年度から休日の部活動の段階

的な地域移行に向け計画を示しましたが、本県

では、本年度から県内２地域の中学校１校を対

象に、各地域の総合型クラブへ全ての運動部活

動を休日のみならず平日も移行し、成果と課題

を整理した上で、本県における今後の改革の進

め方を調査研究するものです。

具体的には、調査研究校として大分市立野津

原中学校、連携する総合型クラブをＮＰＯ法人

七瀬の里Ｎクラブ、もう一つを豊後大野市立朝

地小中学校とＮＰＯ法人朝地フレンドクラブを

指定し、表中のそれぞれの学校に設置している

全運動部活動の円滑な移行に向けての調整を進

めています。

これまで両校は、教職員、保護者への説明会

を終え、クラブ指導者が外部指導者として関わ

りのあった野津原中学校のテニス部、朝地小中

学校の剣道部は、既に総合型クラブで活動して

います。残りの部活動については、練習時間や

頻度等の詳細な運営計画を策定した上で、各部

で活動する生徒や保護者に対して丁寧な説明を

行い、段階的に移行していく予定としています。

今後は、関係者や有識者から成る県部活動改

革検討会において、調査研究校の状況を協議し

ていきます。

鴛海委員長 以上で、説明は終わりました。

これより質疑に入ります。委員の皆さまから

質疑、御意見等はありませんか。

吉村副委員長 １点要望です。

恐らくこの部活動改革の流れの中と思います

が、今、中学校等のスポーツ大会が開かれてい

ます。中には、クラブに入っている子は参加で

きない試合があったり、逆に、クラブの子でも

参加できる試合があったり、当然学校現場だけ

ではないですが、混在している状況が見受けら

れます。もし何か指導とか周知する機会があれ

ば、現場が混乱しないような手立てがあるよう

なら、ぜひお願いしたいと思います。これは要

望です。

大会の開催元によって、当然違って当たり前

だと思うので、それがいいとか悪いとかではな

く、片や学校だけ、片やクラブだけというのは

混乱を招く気がするので、そういった共通認識

ができる場があればと思うので、お願いします。

加藤体育保健課長 委員が御指摘のとおり、そ

の点は、今後、部活動が外部移行していく上で

の大きな課題として捉えています。

全国中学校体育大会――中体連と言われる大

会等においては、クラブでの参加はできず、学

校単位でしか大会には出られない。高等学校も

同様です。

そういう状況の中、地域移行してクラブで活

動しておいて、大会のときはクラブで参加でき
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ないとなると、大会を目指す子たちにとっても、

地域移行は二の足を踏んでしまうことになり、

今、言われたとおりです。主催者によって様々

ですが、大会参加の間口を広げていく動きも今

後は当然必要と考えています。

吉村副委員長 ありがとうございます。お願い

します。

三浦委員 まず１点目が、野津原中学校のテニ

ス部、朝地小中学校の剣道部は既に移行したと

いうことなので、移行した流れを受けて、状況

等を教えていただきたいと思います。

もう１点が、これを見ていると総合型地域ス

ポーツクラブがやはり受皿になっていくのかな

と見て取れますが、県内１８市町村の中では総

合型地域スポーツクラブがない市等もあります。

スポーツクラブがないところ、しっかりしてい

るところが点在しているので、その辺の濃淡と

言うか、市への働きかけとか、市町村教育委員

会と県教育委員会として、どのような形でこれ

を推進しようとしているのか、２点伺います。

加藤体育保健課長 まず１点目、野津原中学校

のテニス部、朝地小中学校の剣道部ですが、こ

の二つの部活動は、今回の調査研究以前から総

合型クラブとの関係があるので、調査研究をす

るにあたり、その他の部活動においても、外部

移行に関しては円滑にできるということで始め

ているので、以前から外部でということで部活

動を実施していました。

もう一つの部活動の受皿の問題です。今、委

員が御指摘のとおり、この受皿の問題も非常に

大きな課題で、現在、本県には４３の総合型ク

ラブがありますが、それが全て部活動の受皿に

なり得るかどうか。単純に数だけで考えてみて

も、そうはならない。地域によっても、総合型

が充実している地域もあれば、少々厳しい地域

もあるとしたとき、やはり将来的には総合型の

みならず、受皿として新たに出来上がる団体と

かも視野に入れた検討が必要になるかと思いま

す。

そのようなことも含め、今年度から調査研究

をし、方向性をしっかり見据えて対応していき

たいと考えています。

三浦委員 ありがとうございました。

そこで、今言う２点目ですが、県が主導的に

市町村教育委員会等に積極的な働きかけをして

いくのか、若しくは、市町村教育委員会で進め

ていくのか、その辺により大きく変わってくる

と思うので、どういった進め方を検討されてい

るのか。

加藤体育保健課長 その進め方においても、今

後検討していくべきなのかと。県下で濃淡なく

進めようという段階においては、恐らく県が市

町村に対し、働きかけもしていくようになるで

しょうし、その点についても、今回の調査研究

の分析結果を予定している検討委員会で、有識

者の方々に検討していただき、方向性を見極め

たいと考えています。

原田委員 今回の県内所管事務調査で、各教育

事務所で教員不足の件を尋ねたら、深刻になっ

ている気がしました。今定例会においても、吉

村副委員長、県民クラブも質問しました。答弁

の中で、岡本教育長はこれを解決するには４、

５年かかると答弁されました。

大分大学は教育福祉学部から教育学部に戻し、

ホームページを見たら９８％の人が就職してい

て、つまり百三十何人中、ほとんど教員になっ

てはいますが、それでもやはり追いついていな

いのかなと思いました。４、５年かかるという

言葉に、そんなにかかるのかなと思ってしまう

んですね。逆に言うと、４、５年現場を我慢さ

せていいのかという話です。

例えば、別府のある小学校では、先生が病休

に入って代替を申請しても来ないため、教頭先

生が学級担任をしている学校もありますが、と

にかく本当に深刻な状況になっているわけです。

４、５年待つだけの取組でいいかという話の

中で、この状況を解決するための検討機関をつ

くるべきではないかなと思いますが、いかがで

しょうか。

大和教育人事課長 教員の確保について、今後、

４、５年厳しい状況というのは、大量退職、大

量採用が今後４、５年は続くだろうということ

です。

教員の確保については、これまでも大学への
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積極的なＰＲとか、再任用職員の確保等、努力

してきました。

今年度の採用試験については、まだ発表には

なっていませんが、新卒については、昨年も増

えている状況もあるので、今後、教員採用試験

の受験者が増えてくることを期待しています。

今後、新たな取組ですが、例えば、大学と連

携する中で、大学の教育学部の方にもっと教員

に興味を持ってもらう取組等についても検討し

ていきたいと考えます。

原田委員 岡本教育長が議場でそういう答弁を

されましたが、まだまだやれる部分があるので

はないかと思います。

例えば、採用から１０年でおおむね３地域に

行くと、教員に負担を強いるやり方を本県はま

だ続けているわけですね。さらには教員採用試

験についても、本県と鹿児島県は、臨時講師の

方々に対する優遇措置が十分でないと思ってい

ます。もちろん、３次までいった人は翌年に１

次免除はありますが、他県に比べたら、十分で

はないため、少なからず県外に人材が流出して

いると感じています。

岡本教育長から、他県からもたくさん来てい

るという話がありましたが、まだ検討すべきと

ころがあるのではないか、再考すべきではない

かと思っています。ここで結論云々を求めるつ

もりはないですが、少なくとも４、５年、現場

に我慢させるようなことはしてはいけないとい

う思いを課題として持っていただきたいと思い

ます。

鴛海委員長 ほかにありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

鴛海委員長 委員外議員の方は、質疑等はあり

ませんか。

平岩委員外議員 原田委員に関連して、私も教

育長が４、５年と言われたとき、本当にショッ

クでした。小中学校で３２人、特別支援学校で

４人足りていないと言われましたが、ちょうど

去年と同じぐらいの人数で、産育休制度等で早

めに妊娠が分かった方には事前に付けてくださ

ったりしていても去年と同じなのかと、とても

ショックでした。

私が知っている中でも、大分市内で３校ぐら

い学級崩壊が起こっている。臨時講師が学校に

来られなくなっている状況があるし、残念なこ

とに５月に１人現職が亡くなりましたが、その

代替もまだ来ていない状況で、それでもさきほ

ど原田委員が言われたように、教頭や教務主任

が学級担任をしながら学校を回している。みん

な、子どものためだからといって我慢していま

す。言葉はきれいですが、本当に大変な状況だ

と思うし、何とか改善していかなきゃいけない。

それぞれの教育事務所の指導主事たちが順番で

学校に入っていくぐらいの覚悟を見せないと、

現場はもうもたないなという気もするので、御

検討いただきたいと思います。

小川委員外議員 そのほかでいいですか。

鴛海委員長 はい。

小川委員外議員 高校再編を終え、１０年近く

になるのではないかと思いますが、現状で課題

等があるのかどうか、抽象的で申し訳ないです

が、教えていただきたい。

また、再編後に新たに久住高原農業高校がス

タートしたりとかがあるので、そういったとこ

ろの状況、課題等があるなら教えていただきた

い。

また、今年はオリンピック・パラリンピック

の年で、例年だと、インターハイや国体が重な

る時期になると思いますが、時期はいつ頃にな

るか、また、開催県はどこなのかなどについて

もお聞かせください。

三浦高校教育課長 高校再編についてお答えし

ます。

高校再編が終わって数年たちました。各学校

では地域で選ばれる学校になるため、魅力、特

色を地域にアピールしたり、学校のプログラム

をいろいろ考えたり、地域と連携したり、そう

いう活動に取り組んでいます。ただ、残念なが

ら欠員がある学校もあるので、それについては

今年度、公立学校と私立学校の話合いがあるの

で、それを契機に今後の方向性について考える

機会があると考えています。

それから、久住高原農業高校については、久

住校から久住高原農業高校という単独校になり、
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全国募集も行う状況になってきました。おかげ

で全国からの生徒募集は徐々に増え、この春に

は１１人の生徒、県境の生徒も含め１３人の生

徒が県外から寮に入っています。この流れをし

っかり盛り上げながら、選ばれる学校という形

で支援していきたいと思います。

加藤体育保健課長 もう一つの御質問で、イン

ターハイと国体の件ですが、インターハイにつ

いては、今回は北信越大会ということで、福井

県を中心に開催される予定で、開催は７月末か

らです。

国体については、今年は三重県で開催予定で、

開催時期は９月末から１０月にかけてです。

国体の場合、九州予選となる九州ブロック大

会が開催されますが、既に夏季大会については

開催しており、開催地は福岡県を中心に開催し

ている状況です。

小川委員外議員 久住高原農業高校は、今お聞

きしたら、近隣を含めると県外からも１３人で、

非常にびっくりしましたが、他県にはそういう

農業の専門校がないから来ているのか、あるい

はほかの状況で来ているのか、そこの詳しいと

ころを教えていただければありがたい。

それから、インターハイと国体については、

コロナの関連で中止になるとかが仮にあるのか、

教えていただきたい。

三浦高校教育課長 この春、久住高原農業高校

に入学した生徒たちの内訳ですが、全国幅広で、

東京都、神奈川県、千葉県、大阪府、愛知県、

兵庫県、福岡県、長崎県と、かなり広いエリア

に至っています。特に昨年度はコロナ禍の中、

福岡市のｄｏｔ．（ドット）へ説明会に行って

いますが、何人かの御家族が聞きに来たり、東

京等でもかなり関心があると。

久住高原農業高校については、農業留学とい

うキャッチフレーズで、久住高原の美しい山を

バックに学んでみませんかというＰＲもかなり

好評のようで、そういう環境の良さを売りにし

ながら、中身をしっかり磨いていきたいと思い

ます。

加藤体育保健課長 コロナ禍での大会実施につ

いては、現在、インターハイの主催である全国

高体連、そして、国体の主催であるスポーツ庁、

日本スポーツ協会、三重県は、現在、開催の意

向を示していると。ただ、感染状況が厳しくな

れば、もちろん開催についての可否の議論には

なろうかと思っています。特に国体においては、

三重県で緊急事態宣言等になった場合は厳しい

のではないかという報道は確認しています。

鴛海委員長 ほかにありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

鴛海委員長 ほかに御質疑等もないので、以上

で所管事務調査のまとめを終わります。

次に、執行部から報告したい旨の申出があっ

たので、これを許します。①の報告をお願いし

ます。

大和教育人事課長 教職員の処分について御報

告します。

委員会資料の４ページをお開きください。

１の被処分者ですが、県内の公立中学校に勤

務する４０歳代男性教諭で今年度４月に正規職

員として採用された者です。

２の処分内容ですが、令和３年６月１１日付

けで免職処分としました。

３の事案の概要ですが、同教諭は、臨時講師

であった平成３０年３月から令和３年３月まで

の約３年間、元教え子である女子生徒と淫らな

行為を複数回行ったものです。

４の処分理由ですが、同教諭の行った行為は、

正規職員の採用前のものであるため、地方公務

員法上の懲戒処分の対象とはなりません。しか

しながら、生徒に対して社会の規範を教え諭す

立場にあり、高い倫理性が求められる教育公務

員としてあるまじき行為であり、条件付採用期

間中である同教諭を引き続き任用しておくこと

が適当でないと認められるため、免職処分とし

たものです。

鴛海委員長 以上で、説明は終わりました。

これより、質疑に入ります。委員の皆さまか

ら質疑、御意見等はありませんか。

麻生委員 明らかに淫行、刑事事件ですが、拘

留状況、立件状況、刑事罰状況と言うか、その

あたりの事実報告をまず求めます。

大和教育人事課長 本事案については、法に抵
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触する可能性が高い状況でしたので、５月２５

日に教育委員会から警察に情報提供、報告して

います。その後の捜査の状況は、まだ詳細には

把握できていません。

麻生委員 まだ捜査段階という認識ですが、そ

の段階で処分したのが、隠蔽のように感じてし

まいますね。

一番の問題は、処分理由で、採用される前の

条件付採用期間中だからこういう処分だと。正

規だったら大変ですし、また、もっと言うと採

用がおかしいと。何でこんな人を採用したんだ

と。採用そのものがおかしいからこんな事件が

頻発しているわけで、そこに対する県教育委員

会としての反省の弁が全くないので、採用その

ものについて今後どう改善していくか、お示し

ください。

大和教育人事課長 当該教員については、今年

度４月に正規採用になっていますが、今回、こ

うした行為が採用前の行為であったため、地方

公務員法上の懲戒免職にはできませんでした。

採用自体に問題があったのではないかという

ことについては、現実的に採用の時点で、将来

不祥事を起こす職員かどうかを見極めるのは難

しい問題であるとは思いますが、面接試験の評

定項目の中には、教育者として必要な倫理観を

備えているかという項目もあるので、今後、面

接試験でその点はどのように確認していくべき

か、どういう質問を行えば有効かしっかり研究

していきたいと思います。

麻生委員 ここでいろいろ言っても仕方ありま

せんが、見抜けなかったのは事実で、そこをし

っかり反省し、改善していくことを求めておき

たいと思います。

さきほどの平岩議員の話で、大分市内で３校

学級崩壊があるという事実が、この委員会で出

たわけですから、委員会としても県教委として

も放任することは許される案件ではないので、

現にそう陥ってしまっている事実があるなら、

大変です。

それも含め、メンタル的な強さとか、教職員

として求められる採用基準や、スキルアップ研

修等も含めて、どういった取組をしたかについ

て報告を求めておきます。これはもうここで結

構です。

猿渡委員 淫らな行為と言いますが、性暴力と

いう表現が適切ではないかと思います。性暴力

の根絶に向けた指針を見ると、盗撮、トイレや

着替えをのぞく、性的な冗談、からかいという

のも性暴力に入るとなっています。

淫らな行為という表現がどうなのかという気

もしますが、再発防止に向け、どうしていくの

かが今の説明の中になかったです。新聞記事と

かを見ると、ＳＮＳで連絡を取り合うことを２

０１２年から禁じていると。連絡を取り合う必

要がある場合には校長の許可を得るとあります

が、もう３年間もこういうことが行われていた

のは、生徒が誰にも相談できなかったという問

題があると思います。相談体制とか、何で３年

間もこういうことが続いたのかを教育委員会と

してどう受け止め、こういうことを起こさない

ようどうしていくかというのがいると思います。

相談しやすい体制、誰かに相談できる体制がい

ると思います。

その辺のところで、この時点からもう２週間

余りたっていますが、説明が何もないのはおか

しいと思うので、今後どのようにしていくのか、

改善に向けての考え方を聞かせてください。

大和教育人事課長 再発防止策ですが、今回の

事案を含め、近年発生したスクールセクハラの

多くが、教員と児童生徒との間でメールやＳＮ

Ｓのやり取りからエスカレートした事案です。

さきほど委員が言われたように、これまでも

教職員から児童生徒個人への携帯電話等へメー

ルを送ったり、通話をしたりすることは禁止し

ていましたが、それが徹底できていなかったと

いうことで、今回、改めて教職員と児童生徒が

ＬＩＮＥ、ＳＮＳ等で連絡を取り合うことを禁

止して、公務上必要があって、ほかに連絡手段

がない等、やむを得ない場合は学校長の許可を

受けるという手続を決めました。あわせて、県

内の公立学校に対し、スクールセクハラに関す

る緊急研修を行うよう指示しました。

川野人権教育・部落差別解消推進課長 スクー

ルセクハラの相談窓口、防止対策についてです。
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当課ではスクールセクハラの相談窓口を平成

１５年から持っており、専門の相談員を配置し

ています。県内のいろんなところから相談があ

りますが、毎年、小学校４年生以上の子どもた

ちに防止啓発のカードを配布しています。小学

校低学年用と中学生以上にカードを分け、そこ

にはスクールセクハラとはこういうものだと分

かりやすく表記し、その裏には相談窓口を明記

し、全員に配っています。本年度は来月配布予

定ですが、まず子どもたちにそういう窓口を知

らせる。それから、全ての学校に相談窓口、相

談の担当者を置き、保護者に告知するようにし

ています。

昨年度は相談窓口に関する相談件数は１３件

で、スクールセクハラに関するものは２件です。

近年で見ると、相談件数はスクールセクハラで

はない相談の方が多いですが、関係課と連携を

取りながら解決に向けてやっています。スクー

ルセクハラに関係するものについては、こちら

で受けたら、それぞれ市町村であれば市町村教

育委員会等々と連携しながら行っています。

そこから解決に向かうことになればいいです

が、相談の件数はそんなに多くはありません。

夜間相談も特別週間を設けながら実施していま

す。実際、電話より、今はメールが非常に多く

なっているので、メールであれば２４時間受け

て、夜中のメールは次の日しか見られませんが、

すぐに対応するようにしています。

さきほどの教育人事課からの通知を受け、我

々も教職員にしっかりその内容を周知するよう、

見やすくした研修用の資料を作り、本日、それ

ぞれの学校に配布し、必ず研修するように指示

しています。

猿渡委員 なぜ３年間もこういうことが続いて

きたのか検証しないといけないと思います。何

か言える範囲であったら。

大和教育人事課長 今回の事案については、３

年間わいせつ行為が行われていましたが、強制

的に行われた行為ではなかったということで、

被害生徒側からそのような申出がなかったとい

うことです。

猿渡委員 本当に深刻な事例だと思うので、本

当に教訓をいかしていかないといけないと思い

ます。今後に具体的にいかせるよう、よろしく

お願いします。私たちも一緒に考えて取り組ん

でいきたいと思います。

麻生委員 今の答弁を聞いて、びっくりしまし

たが、教育長、これは明らかに刑事事件ですよ。

本来なら子どもを守るという意味で、親が刑事

告発をするのが当たり前でしょうけど、県教委

として刑事告発する意思があるのか。それくら

いやらないと、３年間何をやってきたんだ、ぼ

うっとしていたと、自ら改善しようとする意思

が全然ないと受け取れるわけで、教育長の考え

を聞きます。

岡本教育長 私どももこの事案の報告を受けた

とき、非常に重大――こんなことが起こるのか

という受け止めでした。被害女性の意向を聴き、

その意向を伝えながら、直ちに警察に情報提供

しています。

麻生委員 被害者が未成年というのを十分配慮

しながらの対応だということで、その思いにし

っかりと対処していくことを強く求めます。

岡本教育長 私も受け止めているつもりです。

吉村副委員長 今、麻生委員、猿渡委員からも

ありました。国会でもわいせつ行為をする教員

を二度と教壇に立たせないという議員立法も成

立しています。これは職業選択の自由であると

か、そういった憲法の壁で成立できないと言わ

れたものであったが、それ以上に教員のわいせ

つ行為は非常に重大だということで、議員立法

で成立させた内容だと私は認識しています。

実効性が多少弱いとか、いろんな話もありま

すが、国でも問題視され、議員立法で押し上げ、

成立したその直後にこういった問題が本県で発

生するという、タイミングの問題かもしれませ

んが正に重大な問題だと思っています。

このわいせつ行為をなくし、この法律が今後

どういった実効性を持つかはこれからだと思い

ますが、しっかりその動向も見ながら、こうい

った方が、もう一回受験して採用されたとかい

うことがあっていいのだろうかという気もする

し、当然その部分もしっかり連携を取りながら

再発防止をお願いしたいと思っています。これ
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は要望です。答弁は結構です。

鴛海委員長 要望です。しっかりやってくださ

い。

ほかにありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

鴛海委員長 委員外議員の方は、質疑等はあり

ませんか。

高橋委員外議員 私も元教職員として、こうい

う話が出ると、いつもすごく残念な気持ちと同

時に、子どもに対する非常に申し訳ない気持ち

があります。

県内公立中学校の４０歳代男性教諭としてい

ますが、免職になっているから、当該校の子ど

もたちは誰だと分かるんですね。子どもたちに

対する今後のケアは今どうなっていますか。

鴛海委員長 質問の趣旨がよく分かりません。

高橋委員外議員 被害のあった子どもも含め、

学校の子どもたちに対するフォローは今どうな

っていますか。

渡辺教育次長 こういった事案が発生すると、

内容が内容なので慎重に対応しています。

市町村教育委員会とも連携し、状況を聴きな

がら、必要に応じ、スクールカウンセラー等の

派遣もしながら対応しています。

高橋委員外議員 その子だけでなく、その周り

の子どもたちに対する影響も非常に大きいと思

います。多感な中学生ですから、これからに大

きな影響を与えると思うので、そこら辺のフォ

ローと言うか、事が大げさになってはまずいと

思いますが、十分配慮が必要と思います。よろ

しくお願いします。

鴛海委員長 ほかにありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

鴛海委員長 ほかに御質疑等もないので、以上

で諸般の報告を終わります。

この際、何かありませんか。

重親教育改革・企画課長 すみません、資料が

なくて口頭での説明で大変恐縮ですが、先般の

５月２６日に行われた参考人招致で、コロナに

関して高等学校ＰＴＡ連合会等から要望をいた

だいているので、網羅的ではないですが、対応

状況の進捗等もあったので、少し時間を頂戴し、

説明します。

まず、ＰＣＲ検査、抗原検査を拡充してほし

いという要望がありました。

これについては、現在、ＰＣＲ検査は保健所

の指示に基づいて対応していますが、昨今の感

染状況の落ち着き等々もあるかと思いますが、

最近は対象を広めにと言うか、積極的なＰＣＲ

検査が行われていると感じています。加えて、

簡易診断キット――１５分程度で結果が分かる

診断キットを各県立学校等々に配備しています。

実際にＰＣＲ検査の対象にならなかった生徒、

教職員等に対し、活用された例もあるので、引

き続き、このような対応で進めていきたいと思

っています。

次に、学校におけるワクチンの集団接種を実

施してほしいという要望がありました。

これについては、先日２２日に、文部科学省

と厚生労働省の連名で、学校での集団接種は基

本的には推奨しない。個別接種が基本である旨、

通知がありました。その趣旨は、学校で集団接

種を行うと、同調圧力と言うか、事実上の強制

力が働くという懸念だったり、あくまでも任意

の接種なので、希望しない生徒に対する差別、

いじめが想定されるとか、子どもは特に副反応

が起こりやすいという情報もありますが、そう

いった副反応が出た際の対応について懸念があ

るため、学校での集団接種ではなく、かかりつ

け医等々での個別接種を推奨するとなっていま

す。

ただ、自治体の状況によっては、学校での集

団接種をする必要があるかと思うので、そうい

った場合は必要な体制整備を行うことを条件に

実施してよいとなっています。

続いて、教員や生徒へのワクチン接種の優先

順位を繰り上げてほしいという御要望があり、

県として受験や就職活動を控える高校３年生に

対し、高齢者に次ぐ３番目の優先順位のグルー

プでワクチン接種できるよう方針を表明し、現

在、実施に向け、必要な調整等々を行っていま

す。

続いて、スクールカウンセラー等、教育相談

の需要増に対応してほしいという要望があり、
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これに関しては、例えば、コロナでクラスター

が発生した学校だったり、そこまでいかなくて

も多くの検査者が出た学校に対し、学校や市町

村教育委員会の求めに応じ、スクールカウンセ

ラーの緊急派遣を柔軟に対応しています。

続いて、コロナ差別やいじめの根絶に向け、

対応してほしいという要望がありました。

これについては、感染者が出た学校、市町村

教委に対し、まずは個人の特定につながらない、

また、感染者に対する誹謗中傷が起こらない配

慮を行っていただくよう都度お願いしており、

実際そのような事案が起こっているかどうかも

フォローしています。

続いて、タブレット等を使ったリモート授業

を推進してほしいという要望がありました。

これについては、県立高校も含め、１人１台

端末は整備済みです。今般のコロナ禍において、

例えば中学校で、学校全体を臨時休業した際、

双方向のオンライン授業を行った例もあり、県

立高校も含め、ＩＣＴを積極的に活用いただき

たいと思っています。県教委としても、実際に

ＩＣＴ機器を動かすとき、難しい問題があれば、

ＩＣＴ支援員という形でサポートもできるので、

リモート授業を現場がうまく使えるようにサポ

ートしていきたいと思っています。

続いて、二重マスクを推奨していることにつ

いての問題について要望がありました。

二重マスクについては、効果について様々な

研究があることは承知していますが、県全体の

方針も踏まえ、密になる場面での二重マスクを

これまでお願いしていました。

ただ、現在は感染状況も踏まえ、また、熱中

症が危惧される季節なので、不織布マスクを正

しく装着する、鼻の針金のところをしっかり隙

間なく着ける意味での正しい装着や、息苦しい

ときは適宜外すことを指導してくださいと現場

にお願いしています。

最後に、教員用タブレット端末を整備してほ

しいという御要望がありました。

これについては、県立学校については、６月

中には教員１人１台の端末が整備できる見込み

となっているところです。

以上、駆け足でしたが、コロナ対応の進捗に

ついて御報告しました。今後も引き続き、現場

の状況をよく踏まえながら、可能なことはスピ

ード感を持って対応していきます。

鴛海委員長 ありがとうございました。

今、重親教育改革・企画課長から参考人招致

の際の要望事項について説明がありましたが、

これについて何か御意見はありませんか。

麻生委員 ありがとうございます。

学校での集団接種について、国から通知があ

りましたが、なるほどなという認識です。県内

で児童生徒に感染者が出ていますよね。児童生

徒の感染状況、症状とか――ほとんど無症状だ

ったり、熱が出ただけとか言われているが、実

態がなかなか伝わってこない。児童生徒の感染

の場合、重症化リスクもないから接種するより

感染した方が楽とかいう話もあるようで、私ら

は専門家ではないので分からないから、学校医

の代表、あるいは、藤内福祉保健部理事兼審議

監とかから、もっとメッセージ性のある形でお

伝えいただくと、みんな安心するかなという気

がします。

その辺は少し工夫していただくと同時に、高

齢者はもう接種しているから大丈夫かなという

気もしているが、高齢者が同居家族にいて、念

のため子どもにも接種をしたいという方もおら

れるかもしれないので、そういった御家庭に、

学校医やかかりつけ医は誰だとかいう情報提供

が大事になってくると思うので、要望しておき

ます。

重親教育改革・企画課長 ありがとうございま

す。

今後、高校生も含め、ファイザー製は１２歳

以上になっているので、中学生等の接種も進ん

でくると思います。委員が御指摘の点、メッセ

ージの発し方について、県教委としても工夫し

て対応していきたいと思います。

鴛海委員長 ほかにありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

鴛海委員長 なければ、委員外議員の方で何か

ありませんか。

平岩委員外議員 何度もすみません。
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要望になるかもしれないですが、今回の一般

質問で高校の定員内不合格の課題が出て、教育

長は直近５年間で平均１５．８人、定員内不合

格を出していると言われましたが、内訳として、

何年に何人か、５年間分もし分かったら教えて

いただきたいと思います。

きっと現場の方たちからしたら、学び方が乏

しいとか、入ってきてからの勉強についていく

のが大変だという認識もあるかもしれないです

が、全国でも定員内不合格を出していないとこ

ろが１６都道府県あるということで、少しそれ

に向け、進んでいくことができればと思います。

お願いします。

岡本教育長 それでは、申し上げます。

令和３年が２０人、令和２年が９人、平成３

１年が１８人、平成３０年が２０人、平成２９

年が１２人という状況で、年度ごとにばらつき

が見られます。

議場でもお答えしましたが、若干補足します。

平岩議員がおっしゃる１６都道府県――全て受

け入れる方針を採用している都道府県でも、福

岡県のように、定員に達していなくても不合格

という判定をしている県はあります。

本県でも、今申したような定員内不合格者を

出している状況ですが、実態を見ると、試験自

体の点数や、内申点数が極端に低い受験者がい

ます。加えて、二次試験の面接に無断欠席して

そもそも来ない、試験が成立しない受験生もい

れば、志望動機は何なのかなど、入学にあたり

面接官がいろいろ質問しますが、全く答えが返

ってこないような受験者がいます。そういう生

徒をあえて合格にする、引き上げることは、果

たしてこれから３年間、高校で勉学する必要は

ありますが、教える側は努力すればいいのかも

しれませんが、本人がそもそもついていけて卒

業できるかと考えると、難しいかなと考えてい

ます。

平岩委員外議員 ありがとうございました。

背景が少し分かって、いろいろ考えますが、

学び直しをするチャンスはどこかになければい

けない。私は、定時制、通信制の生徒をよく見

ていますが、中学校からの学び直しを先生たち

が丁寧に教えなければいけない状況で、でも、

３、４年間の中でやはりたくましくなって、社

会に出て納税者になるという目標もあるので、

またここはいろんな論議ができると思いますが、

よろしくお願いします。

猿渡委員 そのほかでいいですか。

鴛海委員長 はい。

猿渡委員 時間がないので、端的に１点だけ。

コロナ禍でいろんな学校行事の実施が難しい

状況があって、修学旅行が延びていたりします

が、そういう行事をどうするかを決めるにあた

り、子どもたちの意見がどの程度出されて尊重

されているのかが気になっています。

子どもたちの意見を聞いたり、話し合ったり

しながら決めていくことも必要ではないか。大

人が決めたことに従うだけではなく、意見を出

し合うことにより、行事の在り方等も納得がい

くものになるのではないかと思いますが、その

点いかがでしょうか。今後に向けても、そうい

う方法を持っていただけたらと思いますが。

武野義務教育課長 行事のことについて、昨年

度、修学旅行に関して、例えば、小学生１泊２

日を県内で決めたとき、大分市内の小学校では、

子どもたちが県内のいろんな地域を調べ、自分

たちで行き先を決めたことがありました。

中学校においても、県内のどこに行くかにつ

いてプレゼンし合いながら、みんなで行き先を

決めた学校があったので、特にこのコロナ禍で、

なかなか県外に出ることができない中、日頃の

地域学習とか総合的な学習等も含め、自分たち

が学習したことを活用しながら、行き先等を決

めていくといったこともしています。

また、運動会等においても時間が短縮されて

いますが、特に中学校等は、その中でどの競技

をするのかも、生徒会が中心となって自分たち

で選択するといったこともされています。

猿渡委員 分かりました。ありがとうございま

す。今後ともよろしくお願いします。

三浦委員 平岩議員の定員内不合格の関係で、

教育長の話で気になる点があったので、答弁は

必要ないので、要望します。

過去５年で７９人ですね。試験の点数も非常
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に難しい、内申点も非常に低いと。面接の際も

来ないとか、志望動機が見当たらないとかとい

う子の方が逆に気になるので、こういった子が

どうなっているかという追跡調査と言うか――

私立高校に行っているとかであれば安心するが、

こういった子の行き先をしっかり把握していた

だきたいとお願いします。

鴛海委員長 ほかにありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

鴛海委員長 ほかにないようですので、これを

もって教育委員会関係の審査を終わります。

執行部はお疲れさまでした。

〔委員外議員、教育委員会退室〕

鴛海委員長 これより、内部協議を行います。

まず、閉会中の所管事務調査の件について、

お諮りします。

お手元に配付のとおり、各事項について閉会

中の継続調査をしたいと思いますが、御異議あ

りませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

鴛海委員長 御異議がありませんので、所定の

手続を取ることにします。

次に、県外所管事務調査についてです。

今回の委員会では日程や行き先等を判断する

のは難しいため、引き続き状況を注視し、次回

の委員会でまた協議したいと思いますがよろし

いでしょうか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

鴛海委員長 それではそのようにします。

最後に、県内調査についてです。学校現場の

調査ができていませんので、こちらも状況を注

視しながら、可能であれば現地調査を行いたい

と思いますがよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

鴛海委員長 それではそのようにします。その

際、詳細は別途御連絡します。

最後に、ほかに何かありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

鴛海委員長 別にないようですので、これをも

って委員会を終わります。

お疲れさまでした。


